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第四十五回日立市展運営委員会
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平成２１年度日立市芸術祭第４５回日立市美術展覧会出品申込書

出身地性別ふりがな
氏 名
（本名を記入） 男・女

明・大・昭・平　　　　　年　　　　　月　　　　　日（満　　　　　才）生 年 月 日

〒

（TEL　　　　　－　　　　　　　）
現 住 所

（TEL　　　　　－　　　　　　　）
勤 務 先

１．市展初出品
２．市展（　　）回出品

美 術 略 歴
及び所属団体

１点につき
　一般　２，０００円　・　学生　１，０００円出品手数料

受 付 番 号大 き さ種別題　　　　　　　　名
洋 日 書 デ 写 彫 工ふりがな

１ ※

洋 日 デ 彫 工ふりがな

２ ※

学校名（ ）

●　この用紙は原簿になりますので、記入欄には必ず楷書で明記して下さい。
　　特に目録用は、印刷の際に原稿になります。
●　※印の欄は記入しないで下さい。
●　出品手数料の欄で一般・学生の文字は該当する方を○で囲んで下さい。
●　出品要項は、この裏面にあります。
●　ふりがなは、必ず記入して下さい。
●　この用紙は切り離さずにお持ち下さい。

１．作品搬出の際は必ず本証をご持参
下さい。

　
２．搬出期日は９月２７日（日）
１６時１０分～１８時
日立シビックセンター・マーブル
ホールで行います。

　
３．搬出期限までに搬出しない場合
は、保管の責任を負うことができ
ません。

=注意=

平成２１年度日立市芸術祭　第４５回日立市展出品手数料領収書

出品手数料：　金 円　　領収しました。

第４５回　日立市展運営委員会　運営委員長　金子　 豊　�

洋画

マーブルホール
（広場の日立駅側）
書道

 日立シビックセンター
１階ギャラリー
日本画・デザイン
彫刻・工芸

 日立シビックセンター
２階多用途ホール
エレベーターを
ご利用ください。
写真

 日立シビックセンター
５階
エレベーターを
ご利用ください。

（ ）

（ ）

殿
左記の作品
　お預かりいたしました。
第４５回日立市展運営委員会
運営委員長　金 子　 豊　�
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付
番
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１
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平成２１年度日立市芸術祭　第４５回日立市展出品作品受領証兼引換証



平成２１年度日立市芸術祭第４５回日立市美術展覧会要項
 趣　　旨 　市民の創作活動の成果発表と鑑賞の場とするとともに美術に対する理解と関心を高め、芸術文化の振興に寄与する。

 主　　催 　日立市・日立市文化協会

 後　　援 　日立市教育委員会・（財）日立市民文化事業団・（財）日立市科学文化情報財団・茨城新聞社

 協　　賛 　日立商工会議所・ロータリークラブ・（社）日立青年会議所

〔事務局〕　本展覧会の事務局は、（財）日立市民文化事業団（�２２－６４８１）内にあります。

　　　　　会期中は、日立シビックセンター１階１０２号室（�２４－７７１１代）内にあります。

　　洋画（版画も含む）・日本画・書道・デザイン・写真・彫刻・工芸部 門

平成２１年９月１９日（土）～９月２７日（日）　毎日１０時～１８時　・最終日は１６時まで 会 期

　　日立シビックセンター・マーブルホール会 場

　　９月１２日（土）～１３日（日）〈２日間〉　１０時００分～１７時００分
　　（ただし、書道・デザイン・彫刻・工芸は１３日（日）のみ）期 日作

品
搬
入 　　日立シビックセンター・マーブルホール場 所

　　９月２７日（日）　１６時１０分～１８時期 日作
品
搬
出 　　日立シビックセンター・マーブルホール場 所

●　出品および注意事項 ※駐車場は自己負担でご利用下さい。
（１）出品者は、次のいずれかに該当する者にかぎります（ただし、中学生以下を除く）。
①日立市内に居住している者　②日立市内に通勤又は通学している者　③日立市出身者
④市内の文化団体等に所属あるいは加入している者

（２）出品する作品は自己の制作したものにかぎります。出品作品とは、応募作品のほか無鑑査・委嘱・及び招待の作
品をいいます。遺作については、その相続人において出品することができます。

（３）出品する作品は、一人につき２点以内（書道・写真部門に限り一人につき１点）とします。ただし、各部の無鑑
査・委嘱・招待は１点とします。

（４）受付後は、本人であっても、作品に触れることはできません。

釈　文

氏
名
※書道の方のみ記載願います

【洋画・日本画】　作品は、吊り具・ひも等をつけた額縁とし、容易に展示できるよう出品者において額装してくだ
さい。

【書　　道】　　　作品は、わく張り、扁額とし、釈文（Ｂ５サイズ）を１枚提出してください。
【デザイン】　　　パネル張りあるいは立体とし、展示できるようにしてください。

音楽、書籍、映画など課題自由。ポスター、包装紙、パッケージ、カレンダー等のグラフィック
デザイン、その他、立体表現デザイン。色・素材も自由です。但し、手工芸は不可です。

【写　　真】　　　フィルムカメラ作品、デジタルカメラ作品及びフィルムスキャナ処理した作品とし、画像合成な
ど加工処理したものは不可。
作品の仕上げは、銀塩、レーザー、及びインクジェットプリンターによること。
作品は、木製マットパネルに入れ、歪みのないようにすること。また日付入写は不可とする。入
賞作品は、原板フィルム及びデジタルデータを提出していただく場合もあります。

【彫　　刻】　　　立体造形も含みます。
【工　　芸】　　　陶芸・金工・皮・染色・織・人形及びその他美術工芸にふさわしいもの。

●　出品できない作品

（１）すでに他の公募展覧会に発表したもの。
（２）風致に害のあると認めたもの。
（３）落款のないもの（ただし、書道にかぎります）。

●　 出 品 手 数 料

（１）各部ごと１点につき２，０００円、学生は１，０００円とする。ただし、運営委員・委嘱・招待・審査員は出品料はいただ
きません。

（２）出品手数料は、作品を搬入の際、作品に添えて受付に納入してください。受付をした後の出品手数料は、返却で
きません。

●　 作 品 の 大 き さ

【洋　　画】　１０号以上５０号までとし版画は６号以上とする。２５号以上の額は刃先を含め６cm以内としガラス及び
アクリルなしとする。ただし、水彩・パステル・版画・ペン画はアクリル可とする。

【日 本 画】　１０号以上５０号までとし、３０号以上の額はガラス及びアクリルなしとする。
【書　　道】　額装仕上りとし、縦２１２cm、横５１．５cm（縦作品）・縦５１．５cm、横１８０cm（横作品）と、１１０cm×１１０cm

以内で、いずれも額寸法とし県展に準ずる。篆刻は額装で、縦・横５０cm以内で印影のみとする。釈文
（Ｂ５サイズ）１枚を添付する。

【デザイン】　平面は、Ｂ２判（５１．５cm×７２．８cm）以上Ｂ倍判（１０３cm×１４５．６cm）以下。
立体は、縦・横・奥行とも１００cm以内。

【写　　真】　作品は半切サイズ、Ａ３及びＡ３ノビも可とする。
木製マットパネルは、６０cm×５０cm以内のものを使用し、ガラス、アクリル、ラミネート処理を不可と
する。

【彫　　刻】　平面は２００cm×２００cm以内とし、立体は等身大までとする。
【工　　芸】　立体にあっては縦・横とも１００cm以内の場所に陳列できるものとし、平面においては縦・横とも１８２cm

以内（装飾設備を含む）とする。

●　 搬 入

（１）出品しようとするかたは、裏面の申込書に記載のうえ作品とともに所定の場所に提出してください。
（２）出品作品を受理したときは、受領証をお渡しします。受領証を紛失した場合は、すぐ届け出てください。
（３）陳列した作品は、会期中撤回することができません。
（４）駐車場は自己負担でご利用ください。

●　鑑査・審査および陳列

（１）陳列する作品を鑑査します。ただし、無鑑査・委嘱・招待・審査員の作品はいたしません。
（２）鑑査は、応募作品について陳列すべきものを定め、審査は、陳列作品について優位を選定します。ただし、委嘱・

招待・審査員の作品は審査いたしません。
（３）応募作品の鑑査結果は、各出品者に通知します（入選しない作品は展示されません）。
（４）鑑査及び審査の方法は、各部門の審査員が定めます。
（５）出品者は、鑑査・審査及び陳列に対して異議を申し立てることができません。
（６）主催者は、不慮の災害による作品の損害については、その責を負うことができません。

●　 褒 章

各部門ごと原則として日立市長賞・日立市議会議長賞・日立市教育委員会教育長賞・日立市文化協会会長賞・日立商
工会議所会頭賞・茨城新聞社代表取締役社長賞・（財）日立市民文化事業団理事長賞・（財）日立市科学文化情報財団理
事長賞・各ロータリークラブ会長賞・（社）日立青年会議所理事長賞・奨励賞とし、入賞者へ通知します。場合により
該当者のないこともあります。（入賞作品を日立市文化協会ホームページに掲載することがあります。）

●　 搬 出

（１）搬入作品は、この要項に定める期間内に必ず搬入者側において搬出してください。
（２）搬入者が定められた日に作品を搬出しないときは、主催者側において保管の責を負いません。
（３）受領証兼引換証を持参しないときは、作品をお返しできません。
（４）駐車場は自己負担でご利用ください。
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